
          

万
国
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便
条
約
の
第
一
追
加
議
定
書 

      



万
国
郵
便
条
約
の
第
一
追
加
議
定
書 

 

リ
ヤ
ド
に
お
い
て
臨
時
大
会
議
と
し
て
会
合
し
た
万
国
郵
便
連
合
加
盟
国
の
政
府
の
全
権
委
員
は
、
千
九
百
六
十
四
年
七
月

十
日
に
ウ
ィ
ー
ン
で
作
成
さ
れ
た
万
国
郵
便
連
合
憲
章
第
二
十
九
条
２
の
規
定
に
鑑
み
、
合
意
に
よ
り
、
か
つ
、
同
憲
章
第
二

十
四
条
３
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
万
国
郵
便
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
次
の
改
正

を
採
択
し
た
。 

 

第
一
条

条
約
第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
七
条
　
基
礎
業
務 

１
　
加
盟
国
は
、
そ
の
指
定
さ
れ
た
事
業
体
が
通
常
郵
便
物
を
引
き
受
け
、
取
り
扱
い
、
運
送
し
、
及
び
配
達
す
る
こ
と
を

確
保
す
る
。 

２
　
書
類
の
み
を
包
有
す
る
通
常
郵
便
物
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。 

　
重
量
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
ま
で
の
優
先
郵
便
物
及
び
非
優
先
郵
便
物 

2.1

 



万
国
郵
便
条
約
の
第
一
追
加
議
定
書 

 

リ
ヤ
ド
に
お
い
て
臨
時
大
会
議
と
し
て
会
合
し
た
万
国
郵
便
連
合
加
盟
国
の
政
府
の
全
権
委
員
は
、
千
九
百
六
十
四
年
七
月

十
日
に
ウ
ィ
ー
ン
で
作
成
さ
れ
た
万
国
郵
便
連
合
憲
章
第
二
十
九
条
２
の
規
定
に
鑑
み
、
合
意
に
よ
り
、
か
つ
、
同
憲
章
第
二

十
四
条
３
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
万
国
郵
便
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
次
の
改
正

を
採
択
し
た
。 

 

第
一
条

条
約
第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
七
条
　
基
礎
業
務 

１
　
加
盟
国
は
、
そ
の
指
定
さ
れ
た
事
業
体
が
通
常
郵
便
物
を
引
き
受
け
、
取
り
扱
い
、
運
送
し
、
及
び
配
達
す
る
こ
と
を

確
保
す
る
。 

２
　
書
類
の
み
を
包
有
す
る
通
常
郵
便
物
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。 

　
重
量
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
ま
で
の
優
先
郵
便
物
及
び
非
優
先
郵
便
物 

2.1

 

一



　
重
量
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
ま
で
の
書
状
、
郵
便
葉
書
及
び
印
刷
物 
2.2

　
重
量
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
ま
で
の
盲
人
用
郵
便
物 

2.3
　
削
除 

2.4
３
　
物
品
を
包
有
す
る
通
常
郵
便
物
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。 

　
重
量
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
ま
で
の
優
先
小
形
包
装
物
及
び
非
優
先
小
形
包
装
物 

3.1
　
こ
の
条
約
の
施
行
規
則
に
定
め
る
重
量
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
ま
で
の
盲
人
用
郵
便
物 

3.2
　
削
除 

3.3
４
　
通
常
郵
便
物
は
、
こ
の
条
約
の
施
行
規
則
に
従
っ
て
、
郵
便
物
の
取
扱
速
度
及
び
郵
便
物
の
内
容
品
の
双
方
に
よ
り
分

類
さ
れ
る
。 

５
　
通
常
郵
便
物
は
、
４
に
規
定
す
る
分
類
の
方
法
に
お
い
て
、
そ
の
型
に
よ
り
、
小
型
郵
便
物
（
Ｐ
）
、
大
型
郵
便
物

（

）
、
巨
大
郵
便
物
（

）
又
は
小
形
包
装
物
（
Ｅ
）
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
き
さ
及
び
重
量
の
制
限
に
つ

Ｇ

Ｅ

い
て
は
、
こ
の
条
約
の
施
行
規
則
に
定
め
る
。 

６
　
２
及
び
３
に
定
め
る
重
量
制
限
を
超
え
る
重
量
制
限
は
、
こ
の
条
約
の
施
行
規
則
に
定
め
る
条
件
に
従
っ
て
、
特
定
の

 

種
類
の
通
常
郵
便
物
に
つ
い
て
任
意
に
適
用
す
る
。 

７
　
加
盟
国
は
、
そ
の
指
定
さ
れ
た
事
業
体
が
、
重
量
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
ま
で
の
小
包
郵
便
物
を
引
き
受
け
、
取
り
扱
い
、

運
送
し
、
及
び
配
達
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。 

８
　
重
量
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
重
量
制
限
は
、
こ
の
条
約
の
施
行
規
則
に
定
め
る
条
件
に
従
っ
て
、
特
定
の
小
包
郵

便
物
に
つ
い
て
任
意
に
適
用
す
る
。 

 

第
二
条

条
約
第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
　
追
加
の
業
務 

１
　
加
盟
国
は
、
次
の
義
務
的
な
か
つ
追
加
の
業
務
の
提
供
を
確
保
す
る
。 

　
書
類
の
み
を
包
有
す
る
自
国
か
ら
発
送
す
る
又
は
自
国
宛
て
の
航
空
通
常
郵
便
物
及
び
優
先
通
常
郵
便
物
に
係
る
書

1.1
留
郵
便
業
務 

　
削
除 

1.2
　
物
品
を
包
有
す
る
自
国
宛
て
の
航
空
通
常
郵
便
物
及
び
優
先
通
常
郵
便
物
に
係
る
追
跡
業
務 

1.3

 

二



種
類
の
通
常
郵
便
物
に
つ
い
て
任
意
に
適
用
す
る
。 

７
　
加
盟
国
は
、
そ
の
指
定
さ
れ
た
事
業
体
が
、
重
量
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
ま
で
の
小
包
郵
便
物
を
引
き
受
け
、
取
り
扱
い
、

運
送
し
、
及
び
配
達
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。 

８
　
重
量
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
重
量
制
限
は
、
こ
の
条
約
の
施
行
規
則
に
定
め
る
条
件
に
従
っ
て
、
特
定
の
小
包
郵

便
物
に
つ
い
て
任
意
に
適
用
す
る
。 

 

第
二
条

条
約
第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
　
追
加
の
業
務 

１
　
加
盟
国
は
、
次
の
義
務
的
な
か
つ
追
加
の
業
務
の
提
供
を
確
保
す
る
。 

　
書
類
の
み
を
包
有
す
る
自
国
か
ら
発
送
す
る
又
は
自
国
宛
て
の
航
空
通
常
郵
便
物
及
び
優
先
通
常
郵
便
物
に
係
る
書

1.1
留
郵
便
業
務 

　
削
除 

1.2
　
物
品
を
包
有
す
る
自
国
宛
て
の
航
空
通
常
郵
便
物
及
び
優
先
通
常
郵
便
物
に
係
る
追
跡
業
務 

1.3

 

三



２
　
加
盟
国
は
、
次
の
追
加
の
業
務
を
提
供
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
た
指
定
さ
れ
た
事
業
体
の
間
に
お
い
て
当
該
業
務
の
提

供
を
任
意
の
も
の
と
し
て
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
通
常
郵
便
物
及
び
小
包
に
係
る
保
険
付
郵
便
業
務 

2.1
　
通
常
郵
便
物
及
び
小
包
に
係
る
代
金
引
換
郵
便
業
務 

2.2
　
書
類
を
包
有
す
る
自
国
宛
て
の
航
空
通
常
郵
便
物
及
び
優
先
通
常
郵
便
物
並
び
に
書
類
又
は
物
品
を
包
有
す
る
自
国

2.3
か
ら
発
送
す
る
航
空
通
常
郵
便
物
及
び
優
先
通
常
郵
便
物
に
係
る
追
跡
業
務 

　
書
留
通
常
郵
便
物
及
び
保
険
付
通
常
郵
便
物
に
係
る
受
取
人
本
人
へ
の
手
交
業
務 

2.4
　
通
常
郵
便
物
及
び
小
包
に
係
る
料
金
・
課
金
別
納
郵
便
物
の
配
達
業
務 

2.5
　
取
扱
困
難
な
小
包
に
係
る
業
務 

2.6
　
一
の
差
出
人
か
ら
外
国
に
宛
て
て
多
量
に
差
し
出
さ
れ
る
小
包
の
発
送
業
務 

2.7
　
当
初
の
差
出
人
の
承
認
に
基
づ
き
、
受
取
人
が
当
該
差
出
人
へ
の
物
品
の
返
送
を
指
示
す
る
場
合
に
お
け
る
物
品
の

2.8
返
送
業
務 

　
重
量
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
ま
で
の
同
一
名
宛
地
の
同
一
受
取
人
に
宛
て
た
新
聞
紙
、
定
期
刊
行
物
、
書
籍
そ
の
他
こ
れ

2.9

 

 

ら
に
類
す
る
印
刷
さ
れ
た
書
類
を
包
有
す
る
「
Ｍ
郵
袋
」
と
い
う
特
別
の
郵
袋
に
係
る
業
務

３
　
次
の
三
の
追
加
の
業
務
は
、
義
務
的
側
面
及
び
任
意
的
側
面
の
い
ず
れ
も
有
す
る
。 

　
基
本
的
に
任
意
で
あ
る
国
際
郵
便
料
金
受
取
人
払
業
務
。
も
っ
と
も
、
同
業
務
の
返
信
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
は
、

3.1
全
て
の
加
盟
国
又
は
そ
の
指
定
さ
れ
た
事
業
体
が
こ
れ
を
確
保
す
る
義
務
を
負
う
。 

　
国
際
返
信
切
手
券
業
務
。
国
際
返
信
切
手
券
は
、
全
て
の
加
盟
国
に
お
い
て
引
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

3.2
し
、
そ
の
販
売
は
、
任
意
と
す
る
。 

　
書
留
通
常
郵
便
物
及
び
保
険
付
通
常
郵
便
物
の
受
取
通
知
。
全
て
の
加
盟
国
又
は
そ
の
指
定
さ
れ
た
事
業
体
は
、
自

3.3
国
宛
て
の
こ
れ
ら
の
郵
便
物
の
受
取
通
知
を
受
理
す
る
。
た
だ
し
、
自
国
か
ら
発
送
す
る
こ
れ
ら
の
郵
便
物
の
受
取
通

知
に
係
る
業
務
の
提
供
は
、
任
意
と
す
る
。 

４
　
１
か
ら
３
ま
で
の
業
務
及
び
こ
れ
ら
の
業
務
に
係
る
料
金
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
約
の
施
行
規
則
に
定
め
る
。 

５
　
指
定
さ
れ
た
事
業
体
は
、
内
国
制
度
に
お
い
て
次
の
業
務
に
つ
い
て
特
別
料
金
を
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
条
約
の

施
行
規
則
に
定
め
る
条
件
に
従
い
、
国
際
郵
便
物
に
つ
い
て
、
内
国
制
度
に
お
け
る
料
金
と
同
額
の
料
金
を
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

四



 

ら
に
類
す
る
印
刷
さ
れ
た
書
類
を
包
有
す
る
「
Ｍ
郵
袋
」
と
い
う
特
別
の
郵
袋
に
係
る
業
務

３
　
次
の
三
の
追
加
の
業
務
は
、
義
務
的
側
面
及
び
任
意
的
側
面
の
い
ず
れ
も
有
す
る
。 

　
基
本
的
に
任
意
で
あ
る
国
際
郵
便
料
金
受
取
人
払
業
務
。
も
っ
と
も
、
同
業
務
の
返
信
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
は
、

3.1
全
て
の
加
盟
国
又
は
そ
の
指
定
さ
れ
た
事
業
体
が
こ
れ
を
確
保
す
る
義
務
を
負
う
。 

　
国
際
返
信
切
手
券
業
務
。
国
際
返
信
切
手
券
は
、
全
て
の
加
盟
国
に
お
い
て
引
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

3.2
し
、
そ
の
販
売
は
、
任
意
と
す
る
。 

　
書
留
通
常
郵
便
物
及
び
保
険
付
通
常
郵
便
物
の
受
取
通
知
。
全
て
の
加
盟
国
又
は
そ
の
指
定
さ
れ
た
事
業
体
は
、
自

3.3
国
宛
て
の
こ
れ
ら
の
郵
便
物
の
受
取
通
知
を
受
理
す
る
。
た
だ
し
、
自
国
か
ら
発
送
す
る
こ
れ
ら
の
郵
便
物
の
受
取
通

知
に
係
る
業
務
の
提
供
は
、
任
意
と
す
る
。 

４
　
１
か
ら
３
ま
で
の
業
務
及
び
こ
れ
ら
の
業
務
に
係
る
料
金
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
約
の
施
行
規
則
に
定
め
る
。 

５
　
指
定
さ
れ
た
事
業
体
は
、
内
国
制
度
に
お
い
て
次
の
業
務
に
つ
い
て
特
別
料
金
を
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
条
約
の

施
行
規
則
に
定
め
る
条
件
に
従
い
、
国
際
郵
便
物
に
つ
い
て
、
内
国
制
度
に
お
け
る
料
金
と
同
額
の
料
金
を
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

五



　
重
量
五
百
グ
ラ
ム
を
超
え
る
小
形
包
装
物
に
つ
い
て
の
配
達 
5.1

　
通
常
郵
便
物
の
締
切
時
刻
後
の
引
受
け 

5.2
　
郵
便
物
の
窓
口
通
常
取
扱
時
間
外
の
引
受
け 

5.3
　
差
出
人
の
住
所
か
ら
の
取
集 

5.4
　
通
常
郵
便
物
の
窓
口
通
常
取
扱
時
間
外
の
交
付 

5.5
　
留
置 

5.6
　
重
量
五
百
グ
ラ
ム
を
超
え
る
通
常
郵
便
物
（
盲
人
用
郵
便
物
を
除
く
。
）
の
保
管
及
び
小
包
郵
便
物
の
保
管 

5.7
　
到
着
通
知
書
へ
の
回
答
と
し
て
の
小
包
の
配
達 

5.8
　
不
可
抗
力
に
よ
る
危
険
に
対
す
る
負
担 

5.9
　
通
常
郵
便
物
の
窓
口
通
常
取
扱
時
間
外
の
配
達 

5.10

 

第
三
条
　
こ
の
追
加
議
定
書
の
効
力
発
生
及
び
有
効
期
間

こ
の
追
加
議
定
書
は
、
二
千
二
十
五
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
（
例
外
と
し
て
、
第
二
条
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
条
約
第

十
八
条

及
び

の
規
定
は
、
二
千
二
十
六
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
）
、
無
期
限
に
効
力
を
有
す
る
。 

1.1

1.2

 

 

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
加
盟
国
政
府
の
全
権
委
員
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
条
約
中
に
あ
る
場
合
と
同
一
の
効
力
及
び
同
一
の

価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
こ
の
追
加
議
定
書
を
作
成
し
、
国
際
事
務
局
長
に
寄
託
さ
れ
る
本
書
一
通
に
署
名
し
た
。
万
国
郵

便
連
合
国
際
事
務
局
は
、
そ
の
謄
本
一
通
を
各
加
盟
国
に
送
付
す
る
。 

 

 

二
千
二
十
三
年
十
月
五
日
に
リ
ヤ
ド
で
作
成
し
た
。

 

 

六



 
以
上
の
証
拠
と
し
て
、
加
盟
国
政
府
の
全
権
委
員
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
条
約
中
に
あ
る
場
合
と
同
一
の
効
力
及
び
同
一
の

価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
こ
の
追
加
議
定
書
を
作
成
し
、
国
際
事
務
局
長
に
寄
託
さ
れ
る
本
書
一
通
に
署
名
し
た
。
万
国
郵

便
連
合
国
際
事
務
局
は
、
そ
の
謄
本
一
通
を
各
加
盟
国
に
送
付
す
る
。 

 

 

二
千
二
十
三
年
十
月
五
日
に
リ
ヤ
ド
で
作
成
し
た
。

 

 

七


